
第107号議案

令和２年度 豊後大野市一般会計補正予算（第10号）

令和２年度豊後大野市一般会計補正予算（第10号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ564,663千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ35,628,316千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第２条 地方自治法第213条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費

は、「第２表 繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第３条 債務負担行為の追加及び変更は、「第３表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第４条 地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。

令和２年11月30日提出

豊後大野市長 川 野 文 敏
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87,778 257,035 

123,696 87,778 211,474 

22 市 債 5,728,951 19,000 5,747,951 

1 市 債 5,728,951 19,000 5,747,951 

21

18 寄 附 金

19 繰 入 金

408,725 

228,062 2,653,567 

1 特 別 会 計 繰 入 金 38,945 1,035 39,980 

2 基 金 繰 入 金

第 １ 表　　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

歳 入

款 項 補正前の額 補　正　額 計

（単位：千円）

346,838 

1 分 担 金 87,419 10,448 97,867 

333,188 13,650 13

35,063,653 歳 入 合 計 564,663 35,628,316 

分担金及び負担金

2 248,971 

131,226 7,973,256 

負 担 金 245,769 3,202 

2,713,690 △21,018 

1,482,461 

1,128,272 

15 国 庫 支 出 金 7,842,030 

1 国 庫 負 担 金 2,668,309 

2 国 庫 補 助 金 5,196,289 103,461 5,299,750 

2,692,672 16 県 支 出 金

2,904 

2

2,640,544 27,765 

1 県 負 担 金 1,127,751 521 

17 財 産 収 入

2

2,425,505 

306 2,904 3,210 

150,551 97,500 248,051 

1

財 産 売 払 収 入

2,613,587 

408,725 

寄 附 金 150,551 97,500 248,051 

県 補 助 金 1,504,000 △21,539 

45,007 42,103 

1 繰 越 金 403,164 5,561 

2,386,560 227,027 

5,561 403,164 

諸 収 入 169,257 

5 雑 入

20 繰 越 金
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35,063,653 564,663 35,628,316 

項款

2 総 務 費 9,876,665 

1 総 務 管 理 費 9,205,587 184,936 9,390,523 

9,691,729 184,936 

社 会 福 祉 費

歳 出 合 計

歳 出

補正前の額

（単位：千円）

補　正　額 計

2,384,823 8,738 2,393,561 

3 民 生 費 8,283,772 126,730 8,410,502 

1

4,459 2,289,952 

3 児 童 福 祉 費 2,509,594 100,858 2,610,452 

2 老 人 福 祉 費 2,285,493 

12,675 1,113,537 

4 衛 生 費 2,690,808 19,612 2,710,420 

1 保 健 衛 生 費

4 生 活 保 護 費 1,100,862 

3

1,132,524 2,082 1,134,606 

2 清 掃 費 1,558,284 17,530 1,575,814 

2,310,730 

1 農 業 費 1,321,509 △58,041 1,263,468 

2,340,988 △30,258 

654,623 

7 商 工 費 537,583 15,802 553,385 

1 商 工 費

農 地 費 626,840 27,783 

6 農 林 水 産 業 費

道 路 橋 梁 費 1,277,356 80,000 1,357,356 

537,583 15,802 553,385 

8 土 木 費 1,926,657 88,000 2,014,657 

2

8,000 147,339 

9 消 防 費 1,877,000 136,284 2,013,284 

1 消 防 費

3 河 川 費 139,339 

1,877,000 136,284 2,013,284 

10 教 育 費 4,365,205 △18,453 4,346,752 

1 807,016 

5 社 会 教 育 費 2,141,862 9,360 2,151,222 

教 育 総 務 費 834,829 △27,813 

42,010 168,917 

321,660 42,010 11 災 害 復 旧 費 363,670 

1 農林施設災害復旧費 126,907 
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13,200  

11 災 害 復 旧 費 2
公 共 施 設
災 害 復 旧 費

道路橋梁河川災害復旧事業（補助災害） 100,400  

11

中学校施設維持管理事業 43,852  

10 教 育 費 6

災 害 復 旧 費 2

教 育 費 2 小 学 校 費 小学校施設維持管理事業

保 健 体 育 費 給食共同調理場換気空調設備改修事業

8 土 木 費

土 木 費 3 河 川 費 市営急傾斜地崩壊対策事業

8

公 共 施 設
災 害 復 旧 費

道路橋梁河川災害復旧事業（単独災害）

10 教 育 費 3 中 学 校 費

消 防 費 1 消 防 費 防災備蓄倉庫新設事業

土 木 費 4 都 市 計 画 費 都市再生整備事業

10

9

令 和 ３ 年 度

健 診 検 査 ・ 予 防 接 種 委 託 業 務 170,000令 和 ３ 年 度

ふ る さ と 応 援 寄 附 金 業 務
ふるさと応援寄附金事業に伴
い事業者へ支払う額

令 和 ３ 年 度

13,000

（単位：千円）

事　　　　　　項 限　　度　　額

議 会 だ よ り 印 刷 業 務 2,800令 和 ３ 年 度

議 会 会 議 録 調 製 業 務 3,400令 和 ３ 年 度

期　　　間

80,000令 和 ３ 年 度

176,000

配 食 サ ー ビ ス 委 託 業 務 31,000

令 和 ３ 年 度

市 報 印 刷 業 務

（単位：千円）

款 項 事　　業　　名 金　　額

2

42,158  

8 土 木 費 2 道 路 橋 梁 費 道路新設改良事業

道 路 橋 梁 費

524,776  

8

道路ストック点検補修事業 90,000  

財 産 維 持 管 理 委 託 業 務 30,500令 和 ３ 年 度

コ ミ ュ ニ テ ィ バ ス 運 行 管 理 委 託 業 務

環 境 衛 生 施 設 運 営 業 務 115,000令 和 ３ 年 度

地 域 生 活 支 援 業 務 66,000令 和 ３ 年 度

令 和 ３ 年 度

ケ ー ブ ル テ レ ビ 管 理 運 営 委 託 業 務

第　２　表　　　繰　越　明　許　費

第　３　表　　　債　務　負　担　行　為　補　正

（ 追　加 ）

144,626  

222,745  

136,284  

67,832  
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道 の 駅 指 定 管 理 業 務 20,700

生 活 困 窮 者 ・ 被 保 護 者 支 援 業 務

（ 変　更 ） （単位：千円）

給 食 調 理 場 運 営 業 務 152,000令 和 ３ 年 度

教育支援センター浄化槽保守管理業務 50令 和 ３ 年 度

補正前
に同じ

県営中山間地域
総合整備事業

負担金

事　　　　　　項 期　　　間 限　　度　　額

補 正 前 補 正 後
起 債 の 目 的

限度額
起債の
方　法

利率
償還の
方　法

限度額
起債の
方　法

利率
償還の
方　法

( 変　更 ）

令 和 ３ 年 度

  第　４　表       地　　方　　債　　補　　正

観 光 施 設 浄 化 槽 保 守 管 理 委 託 業 務 1,000令 和 ３ 年 度

中 学 校 教 師 用 教 科 用 図 書
及 び 指 導 書 等 購 入 業 務

18,000令 和 ３ 年 度

令和７年度

期　　　間 限　　度　　額

12,734

事　　　　　　項

小 規 模 事 業 者 経 営 改 善 資 金
利 子 補 給 補 助 金 （ Ｒ 2 年 度 借 入 分 ） ～

食 器 洗 浄 機 更 新 設 置 業 務 50,000

令和３年度

5.0％以内 補正前
に同じ

放課後児童健全
育 成 事 業

26,700
　政府資金・
地方公共団体
金融機構資金
については、
その融資条件
により、銀行
その他の場合
には、その債
権者と協定す
るものによ
る。
　ただし、市
財政の都合に
より据置期間
及び償還期限
を短縮し、又
は繰上償還も
しくは低利に
借換えするこ
とができる。

27,100

県営急傾斜地
崩壊対策事業

18,900 26,800

証書
借入

36,00033,200

18,500令 和 ３ 年 度

補正前
に同じ

31,00023,100
県営農業水利施
設保全合理化事

業負担金

（ただし、利
率見直し方式
により借入れ
る政府資金、
地方公共団体
金融機構資金
及び民間資金
について、利
率見直しを
行った後にお
いては、当該
見直し後の利
率）

令和３年度

～ 令和５年度
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